
目

次

告

示

○
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
土
地
に
係
る
指
定
区
域
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（
資
源
循
環

推

進

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

公

告

○
行
政
書
士
試
験
の
合
格
者
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
文
書
課
）
…
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
企
業

支

援

課
）
…
三

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
県
土

整
備
事
務
所
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
県
土

整
備
事
務
所
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
三
十
二
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の

十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
土
地
に
係
る
指
定
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

埋

立

地

の

区

分

指

定

区

域

野
辺
地
町
寺
ノ
沢

ご
み
埋
立
地

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年

政
令
第
三
百
号
）
第
十
三
条
の
二

第
三
号
イ
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三

十
五
号
）
第
十
二
条
の
三
十
一
第

二
号
（
市
町
村
に
よ
り
一
般
廃
棄

物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
た

場
所
で
あ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
も

の
）

上
北
郡
野
辺
地
町
字
寺
ノ
沢
一
〇

〇
の
一
の
一
部

青
森
県
告
示
第
三
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

青
森
県
報
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第
千
二
十
一
号

令
和
八
年一

月
二
十
八
日

（
水
曜
日
）



令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

社
会
福
祉

法
人
オ

リ
ー
ブ
会
弘
前
市
大
字
鷹
匠

町
一
六
の
一

通
所
介

護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー
鷹
匠

町

百
沢

の
湯

弘
前
市
大
字
百

沢
字
小
松
野
八

七
の
一

令
和七･一一･二六
令
和七･一二･一八

有
限
会
社

大
雄

十
和
田
市
大
字
大

沢
田
字
大
下
内
四

の
二

訪
問
介

護

ケ
ア
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
え
み
プ

ラ
ス

十
和
田
市
東
三

番
町
三
五
の
三

三

七･
七･
一
七･一二･三一

株
式
会
社

シ
バ
タ
医

理
科

弘
前
市
大
字
高
田

三
丁
目
七
の
一

福
祉
用

具
貸
与
株
式
会
社

シ
バ
タ
医

理
科

弘
前
市
大
字
高

田
三
丁
目
七
の

一

七･
九･
九
〃

株
式
会
社

シ
バ
タ
医

理
科

弘
前
市
大
字
高
田

三
丁
目
七
の
一

特
定
福

祉
用
具

販
売

株
式
会
社

シ
バ
タ
医

理
科

弘
前
市
大
字
高

田
三
丁
目
七
の

一

〃

〃

青
森
県
告
示
第
三
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

株
式
会
社

シ
バ
タ
医

理
科

弘
前
市
大
字
高
田

三
丁
目
七
の
一

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

株
式
会
社

シ
バ
タ
医

理
科

弘
前
市
大
字
高

田
三
丁
目
七
の

一

令
和七･
九･
九
令
和七･一二･三一

株
式
会
社

シ
バ
タ
医

理
科

弘
前
市
大
字
高
田

三
丁
目
七
の
一

特
定
介

護
予
防

福
祉
用

具
販
売

株
式
会
社

シ
バ
タ
医

理
科

弘
前
市
大
字
高

田
三
丁
目
七
の

一

〃

〃

青
森
県
告
示
第
三
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
道
路
事
業
を
令
和
八
年
一
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
道
路
事
業
（
三
・
四
・
二
十
三
号

浜
田
豊
田
線
）

三

事
業
施
行
期
間

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し
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公

告

行
政
書
士
試
験
の
合
格
者

令
和
七
年
度
行
政
書
士
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
青
森
県
行

政
書
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
六
月
青
森
県
規
則
第
三
十
四
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。令

和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

受

験

番

号

〇
三
一
〇
〇
一
四

〇
三
一
〇
〇
一
七

〇
三
一
〇
〇
二
〇

〇
三
一
〇
〇
二
四

〇
三
一
〇
〇
三
三

〇
三
一
〇
〇
三
五

〇
三
一
〇
〇
五
三

〇
三
一
〇
〇
六
九

〇
三
一
〇
〇
七
一

〇
三
一
〇
〇
八
一

〇
三
一
〇
〇
九
一

〇
三
一
〇
一
〇
四

〇
三
一
〇
一
二
〇

〇
三
一
〇
一
二
一

〇
三
一
〇
一
三
九

〇
三
一
〇
一
五
〇

〇
三
一
〇
一
五
五

〇
三
一
〇
一
七
四

〇
三
一
〇
一
八
五

〇
三
一
〇
二
一
二

〇
三
一
〇
二
一
七

〇
三
一
〇
二
一
八

〇
三
一
〇
二
二
一

〇
三
一
〇
二
二
二

〇
三
一
〇
二
四
一

〇
三
一
〇
二
四
三

〇
三
一
〇
二
七
六

〇
三
一
〇
二
八
四

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
沖
館
店

青
森
市
沖
館
一
丁
目
一
の
四
四

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
建
彦

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

駐
車
場
の

位
置
及
び

駐
車
場

二
三
四
台

（
位
置
は
届
出
書
添
付
図

駐
車
場

二
一
五
台

（
位
置
は
届
出
書
添
付
図

令
和八･
九･一六
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舗
の
施

設
の
配

置
に
関

す
る
事

項

収
容
台
数

面
参
照
）

面
参
照
）

四

届
出
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
六
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日

２

提
出
先

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
三
協
ホ
ー
ム

二

代
表
者
の
氏
名

三
枝
慎
太
朗

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
佃
二
丁
目
二
〇
の
一
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
一
七
六
二
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
伊
藤
建
設
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

大
山
進

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
石
堂
二
丁
目
一
の
三
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
五
）
第
八
九
〇
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
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七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
八
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
東
日
本
エ
ア
ー
テ
ッ
ク

二

代
表
者
の
氏
名

藤
田
精

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
八
太
郎
一
丁
目
四
の
一
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
五
）
第
三
〇
〇
三
六
八
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
八
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
上
野
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

上
野
実

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
櫛
引
字
志
賀
良
木
一
七
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
三
〇
〇
五
〇
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
一
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
ヤ
マ
ト

二

代
表
者
の
氏
名

石
井
清
隆

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
神
山
字
山
越
六
一
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
四
〇
〇
四
三
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
シ
ョ
ウ
ナ
ン

二

代
表
者
の
氏
名

今
泉
隆

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
牛
泊
四
七
の
一
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
五
〇
〇
六
四
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
及
び
舗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
二
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

齊
藤
工
建

二

氏
名

齊
藤
茂

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
前
川
目
五
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
一
七
六
八
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
一
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
及
び
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
九
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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刷
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目
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番
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号
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印
刷
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式
会
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月
・
水
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金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


